
５） 代理人が申請する場合は、委任状を添付すること。

利用者は、公共掲示板の利用について、他の利用者に迷惑を及ぼさない

利用者が、故意又は過失により公共掲示板に損害を与えたときは、その

氏名（法人にあっては、代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて

損害を賠償しなければならない。

４）
自署することができる。

２） 利用者は、許可期間満了後は速やかに除却すること。

３）

注 １）
ようにしなければならない。

枚

種  類

Ａ　 ２　 ３　 ４

B　 ２　 ３　 ４

令和　　　年　　　月　　　日　　～　　　令和　　　年　　　月　　　日

 佐伯駅前(２１７号線側)

 佐伯駅前(市道側)

 一丁目バス停前

 西谷公民館前(２１７号線側)

※ はり紙の大きさは、Ｂ２サイズ(縦７２８㎜×横５１５㎜)以内とする。

※ 同一内容のはり紙は１枚までとする。

※ 掲示期間は１ヶ月以内とする。
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置
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広告物の種類
及び 寸法

表  示  内  容

表示場所 及び
設  置  枚  数

表 示 場 所 チェック

道路における不要占用物件所有者調査

表  示  期  間

電話

規 格 寸 法

屋外広告物事務処理要領により公共掲示板の使用許可を受けたいので下記のとおり申請します。

公 共 掲 示 板 使 用 許 可 申 請 書

令和　 　年　　 月　 　日

佐伯土木事務所長 殿

住所

氏名

申請者(又は代理人)


